
 

【　適用基準　】
（支援法施行令）

第1条第3号 7月4日 （ 7月15日 ）

 　　　　（４５市町村）

福岡県

大牟田市
お お む た し

第1条第1号 7月6日 （ 7月22日 ）

大分県

九重町
こ こ の え ま ち

第1条第1号 7月6日 （ 7月28日 ）

日田市
ひ た し

第1条第4号 7月6日 （ 7月28日 ）

由布市
ゆ ふ し

第1条第6号 7月6日 （ 7月28日 ）

玖珠町
く す ま ち

第1条第6号 7月6日 （ 7月28日 ）

島根県

江津市
ご う つ し

第1条第6号 7月13日 （ 7月28日 ）

岐阜県

下呂市
げ ろ し

第1条第6号 7月8日 （ 7月31日 ）

鹿児島県

鹿屋市
か の や し

第1条第2号 7月4日 （ 7月31日 ）

垂水市
た る み ず し

第1条第6号 7月4日 （ 7月31日 ）

【適用団体】　６県、５４市町村

令和２年７月豪雨による災害に係る
被災者生活再建支援法の適用団体一覧

（令和２年７月３１日（金）１９時００分現在）

【　該当区域　】 【　発生日（決定日）　】

熊本県（県内全域）
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